
 

 

 

 

最終処分場浸出水処理施設運転管理業務委託契約書 

 

 

志太広域事務組合 管理者 焼津市長 中野 弘道（以下「発注者」という｡）と 

（以下「受注者」という｡）とは、各々対等な立場に於ける合意に基づき、本

契約書及び最終処分場浸出水処理施設運転管理業務委託仕様書に基づき委託契約を締結

し、信義に従って誠実にこれを履行する。 

 

 （目的） 

第１条 発注者は、志太広域事務組合が所有する最終処分場の水処理施設２施設の運転管理 

業務（以下「委託業務」という。）を受注者に委託する。 

(1) 施 設 名 称  藤守最終処分場 

   施設所在地  焼津市藤守地内 

(2) 施 設 名 称  助宗最終処分場 

施設所在地  藤枝市助宗字宮田地内 

 

  （履行期間及び長期継続契約に関する特約） 

第２条 この履行期間は令和８年７月１日から令和11年６月30日までの３年間とする。 

２ この契約が、地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約であることを受け、発注

者は、前項の規定にかかわらず、契約をした日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予

算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を

解除することができる。 

 

 （委託料） 

第３条 発注者は、受注者に対し委託業務を処理するための費用（以下「委託料」とい

う｡)として、年額 金     円(うち消費税及び地方消費税の額  円)を支払うも

のとする。内訳は次の通りとする。 

 藤守最終処分場分 金     円(うち消費税及び地方消費税の額 金   円) 

 助宗最終処分場分 金     円(うち消費税及び地方消費税の額 金   円) 

 また、令和８年度分 金     円（税込）、令和９年度分 金    円（税込）、

令和10年度分 金     円（税込）、令和11年度分金     円（税込）とする。 

２ 前項の消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地

方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、

委託料に110分の10を乗じて得た額とする。 

 

  （履行遅滞） 

第４条  受注者は、履行期限までに委託業務を履行することができないときは、その理由

を附して発注者に履行期限の延期を申し出なければならない。 

２  前項の申し出があった場合において、発注者が履行期限の延期を承認したときは、そ

の理由が天災その他不可抗力によるものと発注者が認めた場合又は発注者の責めに帰す

べきものである場合を除き、受注者は、その履行期限の翌日から履行の日までの日数に

 

 

 

収入 
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応じ当該遅滞に係る委託金額につき、この契約の締結時における政府契約の支払遅延防

止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が

決定する率を乗じて計算した額を違約金として発注者に支払わなければならない。ただ

し違約金が 100 円未満であるときは、これを徴収しないものとし 100 円未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てるものとする。 

３  前項の違約金の債務は、発注者に委託金額の債務があるときは、これを相殺するもの

とする。 

 

 （業務報告書の提出及び検査） 

第５条 受注者は、月毎に委託業務実施後の業務報告書を作成し、発注者に提出し、承認

を受けなくてはならない。 

２ 発注者は、受注者から前項の通知を受けた時には、受けた日から10日以内に検査しな

ければならない。 

３ 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を受注者に報告させ、又

は自らその調査をすることができる。 

 

 （請求及び支払の時期） 

第６条 受注者は、前条第２項の検査合格後、当該月分の支払請求をするものとする。 

２ 発注者は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。 

 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第７条 受注者は、第三者に対し、この契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはなら

ない。ただし、書面により発注者の承認を受けた場合は、この限りではない。 

 

 （一括再委託等の禁止） 

第８条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主た

る部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

２ 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三

者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

３ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらか

じめ、発注者の承諾を得なければならない。 

  ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせよ

うとするときは、この限りでない。 

４ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号その他

必要な事項の通知を請求することができる。 

 

  （契約の解除） 

第９条 発注者又は受注者は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解

除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければ

ならない。 

２ 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

 (1) 受注者が履行期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと発注



者が認めるとき。 

 (2) 発注者がこの契約について不正の事実を発見したとき。 

 (3) 受注者が故意又は重大な過失により発注者に損害を与えたとき。 

 (4) この契約の締結後、事情の変化により、委託業務を処理させる必要がなくなったと

き。 

(5) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下こ

の号に同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店等の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴力団対策

法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団

員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号におい

て同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手がアからオまでのいずれかに該当す

ることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相

手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当

該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

(6)  前各号のほか法令及び契約に違反したとき。 

３ 発注者又は受注者は、正当な理由により１ヵ月以上の予告期間を持ってこの契約の解

除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除することができる。 

 

 （損害賠償責任） 

第10条 受注者は、次のいずれかに該当したときには、直ちにその損害を被害者に賠償し

なければならない。 

 (1) 受注者が委託業務の実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたとき。 

 (2) 前条第２項第１号から第３号まで又は第３項の規定によりこの契約が解除された場

合において、受注者が発注者に損害を与えたとき。 

２ 受注者は、前条第２項又は第３項の規定による契約の解除により損害を受けた場合に

おいて、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができない。 

 

（受注者の責務） 

第11条 この委託業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。）に基づき、障害を理



由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を

侵害してはならない。また、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意

思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権

利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じ

て、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければ

ならない。 

 

 （秘密の保持） 

第12条 受注者は、委託業務を処理する上で知り得た秘密及び志太広域事務組合の行政事

務に関する事項を第三者に漏らしてはならない。 

 

 （臨機の措置） 

第13条 受注者は、委託業務の実施上緊急やむを得ないと認めるときは、臨機の措置を執

らなければならない。 

２ 受注者は、臨機の措置を執ったときは、直ちに発注者に報告しなければならない。 

３ 発注者は、特に必要と認めるときは、受注者に対して所要の指示をすることができる。

この場合において、受注者は、直ちに応じなければならない。 

 

（委託料の処理） 

第14条 発注者又は受注者が第10条の規定によりこの契約を解除した場合の委託料の処理

は、発注者が認める既履行部分に相当する額をもって精算する。 

 

 （事務の引継ぎ） 

第15条 受注者は前任受注者から委託業務の引継ぎを受け、委託業務の遂行に支障をきた

すことのないよう対応しなければならない。 

２ 受注者は、本業務期間終了後の業務受注者に対し、施設の継続的な運転管理に支障を

きたすことのないよう、当該委託契約期間内に委託業務を引き継がなければならない。 

ただし、受注者が継続して委託業務を受注するときはこの限りではない。 

３ 前項の引継ぎに係る費用は後任受注者の負担とする。 

 

 （合意管轄） 

第16条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合

意する。 

 

 （定めのない事項の処理） 

第17条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、法令及び発注者の関係規

定の定めるところによるほか、発注者、受注者双方協議のうえ処理するものとする。 

 

 上記の契約の成立を証するため、この契約書２通を作成し、双方記名押印の上、各自そ

の１通を所持する。 

 

令和８年 月 日 



 

  

発注者 志太広域事務組合 

 管理者 焼津市長 中 野 弘 道 ㊞ 

  

 

 

    住 所 

 

受注者 商 号 

 

    氏 名 

 

 

 

 

 

 

              ㊞ 

 



 

 

１ 委託業務の名称 

    最終処分場浸出水処理施設運転管理業務委託 

２ 履行期間 

   令和８年７月１日～令和１１年６月３０日 

３ 目 的 

本業務は、藤守最終処分場及び助宗最終処分場における浸出水処理施設（以下「施

設」という。）を適切に維持管理することにより、圏域住民の公衆衛生の向上と良好

な生活環境の保全を図ることを目的とする。 

 受注者は、施設を常に最良な状態に維持し、経済的な運転管理を行うとともに、事

故、火災、盗難等の防止に努め、安全かつ円滑に業務を履行しなければならない。 

４ 施設名称等 

 （１） 藤守最終処分場 焼津市藤守地内     処理能力 55 ㎥／日 

 （２） 助宗最終処分場 藤枝市助宗字宮田地内  処理能力 85 ㎥／日 

 （３） 処理フロー（両施設共） 

   原水⇒中和処理槽⇒接触酸化槽⇒凝集沈殿槽⇒砂ろ過塔⇒活性炭吸着塔⇒滅菌処理 

⇒放流  

 ※通常、活性炭吸着塔への通水は行わないが、管理を行う。 

５ 関係法令の遵守 

 受注者は、この業務履行にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４ 

５年法律第１３７号）、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）、労働基準法（昭 

   和２２年法律第４９号）、職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）、労働者災害捕 

   償保険法（昭和２２年法律第５０号）等の法律その他の関係法令及び地元との公害 

   防止協定等を遵守しなければならない。 

６ 業務総括責任者 

（１）  受注者は、業務総括責任者を定めなければならない。 

（２）  業務総括責任者は、受注業務の技術上の監理監督を行う。 

（３）  業務代理人、業務総括責任者は、これを兼ねることができる。 

７ 業務要員の資格等 

（１）  受注者は，施設の運転管理業務を実施するために、次に掲げる有資格者等を配置 

したうえ運転管理及び点検業務を行う。 

   ア 業務総括責任者は一般廃棄物最終処分場技術管理者の資格習得者であること。 

   イ 第２種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了者 

   ウ 機械、水処理の知識経験を有する者 

   エ その他施設を管理する上で必要な知識経験又は資格を有する者  

（２）  受注者は、業務要員の労務管理に万全を期するとともに、関係法規等を厳守しな 

ければならない。 

８ 書類の提出 

       受注者は、業務の着手にあたって次の各号に掲げる書類を発注者に提出しなけれ

最終処分場浸出水処理施設運転管理業務委託仕様書 



ばならない。 

      なお、記載された内容に変更がある場合又はあった場合には、直ちに変更届を提

出しなければならない。 

(１) 業務代理人及び業務総括責任者届 

(２) 業務要員名簿 

(３) 業務要員職務及び資格一覧表 

(４) 年間作業計画書（年度毎） 

９ 業務の内容 

   受注者は，次の各号に掲げる業務を実施する。 

（１） 施設の運転操作 

   （２） 点検作業等 

① 定期点検作業 

点検回数：藤守最終処分場浸出水処理施設  週３回 

        助宗最終処分場浸出水処理施設  週３回 

   点検内容：別紙１のとおり 

   点検報告様式：別に定める 

② 技術管理者による各施設の現地点検をそれぞれ最低 2 週間に 1 回は行う。 

  （３） 簡易水質検査 

検査回数：藤守及び助宗の両浸出水処理施設共週３回(原則､月､水､金) 

      検査内容：各処理工程毎に、水温、色相、臭気、透視度、ＰＨについて測定す 

る。また、必要に応じて、ＤＯ、亜硝酸反応、残留塩素、ＣＯＤ、 

余剰汚泥濃度等の測定を行う。なお、報告の様式は別に定める。 

(４) 異常時の原因調査と対策方法の提示 

     施設に異常がでた場合は、応急措置を施した後、直ちに発注者に報告する。 

業務総括責任者は、現場に出向き、故障箇所を調査し、その原因を特定し、 

改善方法等を発注者に文書で報告しなければならない。 

 文書による報告は故障が判明した時より３日以内に行わなければならない。 

     なお、報告の様式は別に定める。          

（５） 簡易な整備、清掃、塗装作業、施設周辺の草刈（機械は使用しない）を行う。 

（６） 委託業務等の報告 

① 異常時の報告 

受注者は，受注業務の実施に際し事故が発生し、又は、発生する恐れのあ 

るときは、その状況を業務総括責任者が直ちに、発注者に報告するとともに、 

応急措置を施し、発注者の指示を受けなければならない。 

② 毎月の報告 

受注者は発注者に対し、各月の運転管理の結果を翌月の５日までに報告 

しなければならない。 

なお、報告の様式は別に定める。 

③ 定期点検の報告 

受注者は、発注者に対し運転管理の状況を点検日の当日に報告しなければ 



ならない。ただし、祝日の場合は次の点検日に報告を行う。 

なお、報告の様式は別に定める。 

（７）  各種書類等の整備 

受注者は，工作機械及び保守工具等の貸し出し備品リスト、設備維持補修等にか 

かる消耗雑品のリスト、機器等の整備リスト、運転日誌等、業務経過の確認上必 

要な書類については、常に整備、保存し、発注者に報告を求められた場合には、

直ちに提出しなければならない。 

     なお、各種書類等の様式は別に定める。 

10 設備及び建物等の使用管理 

(１) 受注者が使用管理する設備及び建物等は、別紙２のとおりとする。 

(２) 受注者は、使用管理する発注者所有の設備及び建物等を常に清潔に保持するとと

もに、発注者の指示に従い十分注意して使用管理しなければならない。 

11 消耗雑品等の支給 

 受注業務を行うに要するもののうち、次の消耗雑品等は発注者が支給する。 

なお、その受渡し方法及び取扱い上の注意事項は別に定める。 

① 電力、燃料、用水 

② 薬品類、油脂類 

③ 電気、計装、機械関係の消耗雑品等 

12 修理費用等の負担 

（１）  施設の補修費用は、発注者が負担する。 

（２）  受注者は、故障の発生を防止するための監視と点検整備を怠ったことに起因して 

生じた機械装置の故障については修理費を負担しなければならない。 

（３）余剰汚泥の処分は、別途とする。 

13 委託料の支払い 

   委託料は、各施設毎の月額払いとする。 

14 安全及び技術教育等 

  受注者は、事故防止及び運転管理の万全を期するため、業務要員の安全及び技術の

向上の指導教育等を受注者の責任と負担で行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



定 期 点 検 作 業 表 

 

１ ポンプ 

      

 

２ 攪拌機 

 

 

 

３ ブロワー 

 

 

 

 

４ 薬液注入ポンプ 

 

 

 

５ コンプレッサー 

 

 

 

 

６ ＰＨ計 

 

 

７ 薬液タンク 

 

８ 制御盤 

 

揚水状況、異音、異常振動の有無、自動運転確認、電圧値、電流値、

絶縁抵抗値、結線、配管状況、オイル点検補充、羽根車点検 

 

撹拌状況、異音、異常振動の有無、電圧値、電流値、絶縁抵抗値、プ

ロペラシャフト、固定ボルト点検、結線、Ｖベルト点検・取替、グリ

ス補充、架台点検 

 

吐出風量、吐出圧状況、異音・異常振動の有無、自動運転確認、電圧

値・電流値、絶縁抵抗値、結線・配管状況、エアーフィルター点検・

清掃、オイル点検交換・グリス補充Ｖベルト点検・取替、タイマー調

整、軸心点検、モーター本体温度点検、架台点検 

 

自動運転確認、異音・異常振動の有無、電圧値、電流値・絶縁抵抗値、

結線、配管状況、薬液注入量の調整、薬液漏れ点検、パッキン、弁点

検、架台点検 

 

設定圧の点検・調整、エアー漏れの点検、フィルターの点検・清掃、

安全弁の動作点検・Ｖベルト点検・取替、オイル点検交換、電圧値、

電流値・絶縁抵抗値測定、異音・異常振動の有無、エアータンク内の

水抜き 

 

自動運転設定確認、電極清掃、KCL 溶液補充、ＰＨ指示計のゼロ・ス

パン校正、警報設定 

 

タンク内外状況点検確認、薬品調整、残量確認・補充 

 

ターミナル部点検・締め付け、パイロットランプ点灯状況確認・ヒュ

ーズ交換、異音、振動、異臭発熱・変色等確認

 

別紙 １ 
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　　年　　月　　日 記号
訂
 
正

理　　由 訂正者 検　図 担　当 設計・製図 検　図

年
月
日

縮
尺

工事名称

図面名称
志太広域事務組合

電気室

汚泥貯留槽

汚泥濃縮槽
凝集沈殿槽

処理水槽

（逆洗水槽）

混合槽

凝集槽

ろ過原水槽

中和槽

原水槽

機械室

処理水送水槽

滅菌槽

ＰＨ指示盤 動力操作盤

調整槽原水ポンプ№2

硫配注入ポンプ

調整槽

原水中和槽

調整槽原水ポンプ№1 ＰＨ計

撹拌機 汚水計量槽

接触ばっ気槽用ブロワー№1

接触ばっ気槽用ブロワー№2

計装コンプレッサー

調整槽用ブロワー№1

調整槽用ブロワー№2

空気逆洗用ブロワー

排水ポンプ

苛性ソーダ注入ポンプ№1

苛性ソーダ注入ポンプ№2

苛性ソーダ貯槽
凝集剤貯槽

硫酸注入ポンプ

硫酸貯槽

高分子注入ポンプ

高分子溶解槽

撹拌機

凝集剤注入ポンプ

硫酸貯槽

汚泥移送ポンプ

撹拌装置

汚泥引抜ポンプ

滅菌器

送水ポンプ№1

送水ポンプ№2

逆洗ポンプ№1

逆洗ポンプ№2

活性炭吸着塔 砂ろ過塔

ろ過原水ポンプ№1

ろ過原水ポンプ№2

混合槽撹拌機

混合槽ＰＨ計

凝集撹拌機

中和槽撹拌機

撹拌装置

接触材

原水ポンプ№1

原水ポンプ№2
接触ばっ気槽

1

2

3

52
75

42
25

CBA

4100 8000

原水槽

集水ピット1

集水ピット2

集水ピット配置図

助宗最終処分場水処理施設

配置図







hashimoto1074
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入 　　　 札 　　　 書

１　入札番号 第34号

２　件　 　名

３　履行場所 焼津市藤守154-1　ほか
藤守最終処分場　ほか

　　上記の件について、志太広域事務組合競争契約入札心得を承諾の上、下記の金額
　で請負いたいので、申し込みます。

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入札金額

（消費税抜）

令和   　　年　　　月　　　日

発注者 志太広域事務組合

管理者　焼津市長　中野　弘道 様

住　所

入札者 商　号

氏　名 印

最終処分場浸出水処理施設運転管理業務委託



 １ 入札書は、入札１件ごと１枚用意してください。
 ２ 入札書には、入札番号、件名、入札金額、入札日、入札者の住所・商号・代表の職氏名を必ず明記
し、社印・代表者印を押印してください。

入 　　　 札 　　　 書

１　入札番号 第　○○　号

２　件　　　名 ○○○○○○○○○

３　履行場所 ○○○○○○○○

　　上記の件について、志太広域事務組合競争契約入札心得を承諾の上、下記の金額
　で請負いたいので、申し込みます。

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入　札　金　額 ￥ 1 2 3 0 0 0
（消費税抜）

令和○○年○○月○○日

発注者 志太広域事務組合

管理者　焼津市長　中野　弘道 様

住　所 ○○○○○○○○○○

入札者 商　号 ○○○○○○○○○○

氏　名 ○○　○○○○ 印

入札金額は消費税額を除いた
金額を記入。
「￥」マークも記入する。
年額（１２ヶ月）を記載する。

入札日を記入する。

会社名・代表者の職氏名は
必ず明記し、社印・代表者印

記載例



郵便入札での注意事項

一般書留、簡易書留又は持参のみ有効です。
普通郵便やレターパック等での提出は無効となります。

㊞ ㊞㊞

志太広域事務組合管理者 宛
入札番号 第〇〇号
○年度 〇〇〇業務委託

株式会社 〇〇〇
入札書在中 代表取締役 〇〇

入札書及び内訳書（必要な場合のみ）を入れる内封筒と、内封筒を
入れる外封筒の二重封筒にしてください。
※窓口に持参する場合、外封筒は不要です。
（令和７年５月１日～）

〒421-1121
藤枝市岡部町岡部６―１ 藤枝市役所岡部支所２階
志太広域事務組合 総務課 企画財政係 行
入札番号第〇号 ○年度 〇〇〇業務委託

〇〇市○〇１－１
入札書在中 株式会社 〇〇〇

＜内封筒記載例＞

宛先、入札番号、件名、「入札書在中」、商号（又は名称）、並びに代表者の
職名及び氏名を記入し、代表者印を押す。
同じ印で、封筒のつなぎ目に封印をする。
※いずれかの印がない場合、無効となることがあります。

＜外封筒記載例＞

宛先、入札番号、件名、「入札書在中」、住所、商号（又は名称）を記入する。

その他の規定については、「郵便入札に関する要領」や「競争契約入札心得」
等（下記①のページのうち、「関連法規など」）をご覧ください。

志太広域事務組合ホームページ＞組合の概要＞入札・契約＞入札情報 …①
https://www.shida.or.jp/about/tender/115.html
郵便入札に関する要領 …②
https://www.shida.or.jp/material/files/group/2/yubinnyusatsuyoryoR070501.pdf

㊞

① ②


